
質
問
一

市
の
地
域
防
災
計
画
で
は
必

要
に
応
じ
て
医
療
救
護
班
を
編
成
し
、

救
護
所
を
開
設
す
る
と
あ
る
が
、
必
要

に
応
じ
て
と
は
ど
の
よ
う
な
事
態
か
。

二

救
護
所
と
な
る
公
民
館
等
の
医
療

品
や
災
害
時
応
急
医
療
器
材
の
確
保
は
。

三

坂
戸
鶴
ヶ
島
医
師
会
と
の
災
害
時

協
定
の
内
容
は
。

四

災
害
時
の
医
療
救
護
対
策
に
お
け

る
課
題
と
到
達
目
標
は
。

答
弁
一
（
市
長
）

大
地
震
等
の
大
規

模
災
害
時
、
医
療
機
関
等
へ
の
搬
送
及

び
受
診
が
一
時
的
に
困
難
に
な
っ
た
場

合
、
災
害
対
策
本
部
の
指
示
に
よ
り
救

護
所
を
開
設
す
る
。

二

災
害
時
に
必
要
な
医
薬
品
や
災
害

応
急
医
療
器
材
の
備
蓄
は
し
て
い
な
い

が
、
現
在
、
関
係
機
関
と
協
議
を
行
っ

て
い
る
。

三

平
成
１６
年
７
月
２０
日
付
け
で
取
り

交
わ
し
た
坂
戸
鶴
ヶ
島
医
師
会
と
の
災

害
時
協
定
は
、
市
の
要
請
に
基
づ
き
災

害
時
に
お
け
る
医
療
救
護
班
の
派
遣
を

は
じ
め
、
傷
病
者
の
傷
病
の
程
度
の
判

定
、
応
急
措
置
、
医
療
機
関
へ
の
搬
送

の
要
否
等
と
な
っ
て
い
る
。

四

災
害
時
の
医
療
救
護
活
動
の
円
滑

な
実
施
を
図
る
た
め
、
坂
戸
鶴
ヶ
島
医

師
会
、
埼
玉
県
接
骨
師
会
川
越
支
部
、

坂
戸
鶴
ヶ
島
市
薬
剤
師
会
な
ど
の
関
係

機
関
と
の
連
携
強
化
を
図
っ
て
い
く
。

◎
そ
の
他
の
質
問

今
後
の
地
方
公
会

計
の
整
備
促
進
に
つ
い
て

自
殺
対
策
は
、
鶴
ヶ
島
ら
し
い
取
り

組
み
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
伺
う
。

質
問
一

本
市
の
自
殺
を
め
ぐ
る
状
況

は
。

二

本
市
の
自
殺
対
策
に
関
す
る
事
業

と
組
織
は
。

三

自
殺
の
危
険
性
の
高
い
人
へ
の
対

応
は
。

四

自
死
遺
族
等
へ
の
支
援
、
援
助
は
。

答
弁
一
（
市
長
）

毎
年
十
数
人
か
ら

二
十
数
人
が
自
殺
で
命
を
失
っ
て
い
る
。

う
つ鬱
状
態
の
早
期
発
見
、
早
期
治
療
を
図

る
取
り
組
み
と
と
も
に
、
職
場
で
の
過

労
対
策
、
高
齢
者
の
生
き
が
い
づ
く
り

等
あ
ら
ゆ
る
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
で
の
心

の
健
康
づ
く
り
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

二

昨
年
度
か
ら
市
役
所
職
員
を
対
象

と
し
た
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
研
修
を
開
催

し
、
坂
戸
保
健
所
が
取
り
組
む
広
域
の

連
絡
協
議
会
や
研
修
会
等
に
協
力
参
加

し
、
連
携
を
緊
密
に
し
て
い
る
。

三

身
近
な
人
の
異
変
に
気
付
い
た
ら
、

早
め
の
声
か
け
。
そ
の
訴
え
に
耳
を
傾

け
る
。
早
め
に
専
門
家
へ
相
談
す
る
。

寄
り
添
い
、
見
守
る
と
い
う
も
の
。

四

県
立
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
が

設
け
て
い
る
相
談
会
や
県
内
の
遺
族
会

を
紹
介
し
て
い
く
。

◎
そ
の
他
の
質
問

一

ど
う
な
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
と
総
合

窓
口

二

介
護
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
事
業
の

実
施
を

自殺対策のパンフレット

関係機関との連携強化を

図っていく

五伝木隆幸 議員

災害時の医療救護対策
について

こ
こ
ろ
と
命
を
守
る

条
例
の
制
定
を

山
中

基
充
議
員

事
業
の
取
り
組
み
結
果
を

分
析
し
て
検
討
す
る
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